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■
　リハビリテーション（以下「リハビリ」）室は、脳血管
疾患、整形疾患、呼吸器疾患、内科疾患、外科術前術後、
緩和ケアなど、さまざまな疾患や障がいがある人に対
して、個別性の高い幅広いリハビリを展開しています。
　リハビリを担う専門職は理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士の３職種があります。理学療法士は主に基本
的動作（寝返り、起き上がり、座位、立ち上がり、歩行な
ど）能力の回復を図るため、運動療法や医療機器を使っ
たさまざまなリハビリをします。作業療法士は、その人
の生活にとって意味のある作業や活動を使って、より
生活に密接したリハビリをします。言語聴覚士は嚥

えん

下
げ

（飲み込み）機能、高次脳（記憶力、注意力など）機能、コ
ミュニケーション能力に対してリハビリします。それ
ぞれの専門性を生かしつつ、各専門職が連携しながら
リハビリ業務をしています。また、市立病院間の連携も
重要です。市民病院では急性期と回復期のリハビリ、米
谷病院、豊里病院では主に維持期のリハビリを担当し
ています。それぞれの役割を明確化し、連携を密にする
ことにより、市民が安心してリハビリに専念できるよ
うに取り組んでいます。
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20
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を
迎
え
る
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な
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門
出
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す
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問
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対
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で
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十
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の
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画
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し
込
み
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だ
さ
い
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◉
　介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療
施設、介護医療院などで、長期入所・短期入所のサービス
を利用する際の食費と居住費を軽減する制度です。

市町村民税非課税世帯（別世帯に配偶者がいる
場合は、配偶者も非課税）で、 の条件いずれか一つ
を満たす人
◉
　社会福祉法人などで提供している通所介護、訪問介護、
短期入所生活介護、認知症対応型通所介護（予防含む）、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施
設サービスを利用する際の食費や居住費などの自己負担
額の４分の１を軽減する制度です。
※状況や内容によっては軽減されないものもあります　

の条件を全て満たす人
◉
　各制度を利用するためには、申請が必要です。なお、７
月31日までの認定証を持っている場合は更新手続きが必
要となります。マイナポータル（ぴったりサービス）での
電子申請も可能です。

福祉事務所長寿介護課、各総合支所市民課
※詳しくは、市公式ホームページを確認するか、問い合わせ
ください

福祉事務所長寿介護課（介護給付係）
☎ 0220（58）5551


